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衆
議
院
議
員
大
熊
利
昭
君
提
出
私
立
大
学
等
改
革
総
合
支
援
事
業
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
一
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
私
立
大
学
等
改
革
総
合
支
援
事
業
」
（
以
下
「
総
合
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
教
育
の
質
の
向
上
等
を

目
的
と
し
た
組
織
的
か
つ
体
系
的
な
改
革
に
取
り
組
む
私
立
の
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以
下
「
私
立
大
学
等
」
と
い

う
。
）
を
選
定
し
、
選
定
さ
れ
た
私
立
大
学
等
（
以
下
「
支
援
対
象
校
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助

金
の
交
付
額
を
増
額
す
る
と
と
も
に
、
当
該
改
革
を
行
う
た
め
に
設
備
の
整
備
又
は
施
設
若
し
く
は
装
置
の
整
備
が
必
要
で

あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
私
立
大
学
等
教
育
研
究
活
性
化
設
備
整
備
費
補
助
金
」
（
以
下
「
活
性
化
設
備
整
備
費
補
助
金
」

と
い
う
。
）
又
は
「
私
立
学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
（
私
立
学
校
教
育
研
究
装
置
等
施
設
整
備
費
（
私
立
大
学
・
大
学
院
等

教
育
研
究
装
置
施
設
整
備
費
）
）
」
（
以
下
「
施
設
整
備
費
補
助
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
事
業
で
あ
る
。

総
合
支
援
事
業
は
、
本
年
度
か
ら
開
始
し
た
新
規
事
業
で
あ
り
、
選
定
基
準
を
含
む
制
度
設
計
を
新
た
に
行
う
必
要
が
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
本
年
八
月
五
日
付
け
で
私
立
大
学
等
に
対
す
る
募
集
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
り
、
申
請
書
類
の
提
出
期
限

に
つ
い
て
は
、
活
性
化
設
備
整
備
費
補
助
金
及
び
施
設
整
備
費
補
助
金
の
年
度
内
の
着
実
な
執
行
に
要
す
る
期
間
等
を
勘
案

し
、
同
年
九
月
十
一
日
に
設
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
活
性
化
設
備
整
備
費
補
助
金
又
は
施
設
整
備
費
補
助
金
の
交

一



付
を
希
望
す
る
私
立
大
学
等
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
そ
れ
ぞ
れ
の
補
助
金
に
係
る
申
請
書
類
の
提
出
期
限
を
同
日
又
は
同
月

六
日
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
同
年
六
月
五
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
の
間
に
、
全
国
六
か
所
で
「
平
成
二
十
五
年
度
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

説
明
会
」
を
開
催
し
、
私
立
大
学
等
に
対
し
、
総
合
支
援
事
業
に
つ
い
て
検
討
中
の
内
容
を
説
明
す
る
な
ど
、
私
立
大
学
等

に
お
け
る
申
請
準
備
の
た
め
の
配
慮
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
（
二
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
九
月
九
日
（
月
）
か
ら
十
一
日
（
水
）
ま
で
の
三
日
間
」
と
は
、
活
性
化
設
備
整
備
費
補
助
金
に
係
る
募
集

の
開
始
か
ら
申
請
書
類
の
提
出
期
限
ま
で
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
申
請
書
類
を
受
理
す
る
期
間
と
し
て
設
定
し
た
も
の
で

あ
り
、
一
の
（
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
私
立
大
学
等
に
対
す
る
募
集
は
、
本
年
八
月
五
日
か
ら
開
始
さ
れ
て
い

る
。

一
の
（
三
）
に
つ
い
て

総
合
支
援
事
業
に
お
い
て
は
、
一
の
（
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
申
請
書
類
を
本
年
九
月
十
一
日
ま
で
に
提
出
し
、
選
定

さ
れ
た
全
て
の
支
援
対
象
校
に
対
し
、
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
の
交
付
額
が
増
額
さ
れ
る
た
め
、
当
該
申
請
と
は
別
に
、

二



御
指
摘
の
「
「
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
（
一
般
補
助
、
特
別
補
助
）
」
に
か
か
る
部
分
の
申
請
」
を
行
う
必
要
は
な
い
。

ま
た
、
総
合
支
援
事
業
に
関
し
て
私
立
大
学
等
に
通
知
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

て
い
る
。

二
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て

総
合
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
申
請
を
行
っ
た
私
立
大
学
等
の
中
か
ら
、
「
平
成
二
十
五
年
度
私
立
大
学
等
改
革
総
合
支

援
事
業
調
査
票
」
（
以
下
「
総
合
支
援
事
業
の
調
査
票
」
と
い
う
。
）
の
点
数
等
を
考
慮
し
、
有
識
者
か
ら
構
成
さ
れ
る

「
私
立
大
学
等
改
革
総
合
支
援
事
業
委
員
会
」
で
の
審
議
を
経
て
、
今
月
中
を
目
途
に
支
援
対
象
校
を
選
定
す
る
予
定
で
あ

る
。
一
の
（
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
支
援
対
象
校
に
対
し
、
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
の
交
付
額
を
増
額
す

る
と
と
も
に
、
改
革
を
行
う
た
め
に
設
備
の
整
備
又
は
施
設
若
し
く
は
装
置
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
活

性
化
設
備
整
備
費
補
助
金
又
は
施
設
整
備
費
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

二
の
（
三
）
及
び
（
四
）
に
つ
い
て

総
合
支
援
事
業
の
調
査
票
及
び
そ
の
点
数
配
分
に
つ
い
て
は
、
支
援
対
象
校
の
決
定
後
に
文
部
科
学
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
御
指
摘
を
踏
ま
え
、
本
年
十
月
十
八
日
に
公
開
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



二
の
（
五
）
に
つ
い
て

総
合
支
援
事
業
の
調
査
票
に
係
る
各
私
立
大
学
等
か
ら
の
回
答
内
容
に
関
し
て
は
、
支
援
対
象
校
の
選
定
後
に
一
定
数
の

私
立
大
学
等
を
抽
出
し
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
又
は
文
部
科
学
省
に
よ
る
現
地
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
い

る
。
仮
に
虚
偽
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
補
助
金
の
返
還
を
含
め
、
事
案
の
態
様
に
応
じ
て
適
切
に
対
処
し
て

ま
い
り
た
い
。

三
の
（
一
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
Ｉ
Ｒ
」
に
つ
い
て
は
、
確
立
さ
れ
た
一
般
的
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
文
部
科
学
省
が
大
学
を
対

象
と
し
て
実
施
し
て
い
る
調
査
で
あ
る
「
大
学
に
お
け
る
教
育
内
容
等
の
改
革
状
況
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
四
年
度
）
」
の

調
査
票
に
お
い
て
は
、
「
「
Ｉ
Ｒ
（
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
サ
ー
チ
）
」
は
、
大
学
の
組
織
や
教
育
研
究
等
に

関
す
る
情
報
を
収
集
・
分
析
す
る
こ
と
で
、
学
内
の
意
思
決
定
や
改
善
活
動
の
支
援
や
、
外
部
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た

す
活
動
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
総
合
支
援
事
業
の
調
査
票
に
お
い
て
は
、
「
Ｉ
Ｒ
」
に
つ
い
て
「
学
修
時
間
・
教
育
の
成

果
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
分
析
を
必
須
と
し
、
単
に
入
試
や
大
学
・
法
人
の
経
営
に
関
す
る
も
の
は
該
当
し
な
い
」
と

し
て
い
る
。

四



三
の
（
二
）
及
び
（
三
）
に
つ
い
て

総
合
支
援
事
業
の
う
ち
大
学
教
育
の
質
向
上
を
目
的
と
し
た
事
業
類
型
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ｒ
を
専
門
で
担
当
す
る
部
署
を

設
置
し
、
専
任
の
教
員
又
は
職
員
を
配
置
し
て
い
る
場
合
に
は
加
点
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
専
任
の
教
員
が
配
置
さ
れ
て

い
な
く
て
も
、
専
任
の
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
加
点
さ
れ
る
。
ま
た
、
当
該
教
員
又
は
職
員
と
し
て
、
御
指

摘
の
「
文
部
科
学
省
か
ら
の
現
役
出
向
者
」
又
は
「
文
部
科
学
省
を
退
職
し
た
者
」
を
充
て
る
こ
と
は
制
限
さ
れ
て
い
な
い
。

三
の
（
四
）
に
つ
い
て

大
学
の
教
員
の
任
用
等
人
事
に
関
す
る
事
項
は
、
大
学
の
自
治
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
各
大
学
に
お
い
て
自
主

的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
た
め
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
私
立
大
学
等
に
対
し
御
指
摘
の
よ
う
な
対
策
を
求
め
て
い

な
い
。

五


